
富士宮 市 小規 模 事 業 者 経営改善資金利子 補給金交付要綱  

（趣旨）  

第１条  富士 宮 市 は、小 規 模 事業者の経営の 安定化を図るため、マル経融

資を借り受け た小 規 模 事 業 者に対し、予算の範囲内において 利子補給金

を交付するも の と し 、その 交付については、富士宮 市補助金交付規則（昭

和 ５ ９ 年富 士 宮 市 規 則 第 ２ 号 。 以 下 「 規 則 」と い う 。） に 定 め るも の の

ほか、この要 綱の 定 め る と ころによる。  

（定義）  

第２条  この 要 綱 に お い て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めると ころ に よ る 。  

⑴  小 規 模 事 業 者  商 工 会 及 び 商 工 会 議 所 に よ る 小 規 模 事 業 者 の 支 援

に関する 法律（ 平 成 ５ 年 法律第５１号）第２条に規定する小規模事業

者で、市 内にお い て 事 業 を営むものをいう。  

⑵  マ ル 経 融 資  株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 （ 以 下 「 公 庫 」 と い う 。）

の小規模 事業 者 経 営 貸 付 制度による貸付資金をいう。  

（交付対象者）  

第３条  利子 補 給金 の 交 付対象者は、富士宮商工会議所又は芝川商工会の

推薦を受 け、マ ル 経 融 資を 借り受けた小規模事業者で 市税を完納してい

るものとする 。  

（交付対象期 間）  

第４条  利子 補 給 金 の 交 付 の対象となる期間は、マル経融資 の最初の利子

支払日から起 算 し て ２年以 内とする。  

（利子補 給金 の 額 等）  

第５条  利子 補 給金 の 額 は、前条に規定する 期間内に 公庫へ支払った マル

経融資に係る 利 子（ 約 定に 基づく償還に係るもの（繰上返済に係るもの

を含み、返 済 遅 延 に よ り 加 算された延滞利息は除く 。）をいう。以下「約

定 利 子 」 と い う 。 ） の う ち 、 年 利 ０ ． ５ パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額 （ 約 定

利子に係 る利 率 が 年 利 ０．５パーセントを下回る場合は 約定利子に相当

する額）とす る 。  

２  前項の規 定 に よ り 算 出 した額に、１円未満の端数が生じたときは、そ

の端数を切り 捨 て る も の と する。  

 （交付申請 ）  



第６条  利子 補 給 金 の 交 付 を受けようとする者は、１２回目 及び２４回目

の マ ル 経 融 資 の 利 子 の 支 払 日 （ 繰 上 返 済 を 行っ た 場 合 は 、 繰 上返 済 日 ）

からそれぞれ３ ０ 日 以 内 に、補助金交付申請書に、次の書類を添付して

市長に提 出し な け れ ば な ら ない。  

⑴  公庫 が発 行 し た 利 息 支 払証明書及び支払済額明細書  

⑵  市税完納 証 明 書  

２  前項の規 定 に よ る 補 助 金交付申請は、規則第１０条の 規定による補助

事業実績報告 と み な す 。  

（確定通 知）  

第７条  規則 第 １ １ 条 に 規 定する補助金交付確定は、規則第６条第１項の

規定によ る補 助 金 交 付 決 定 通知をもってなされたものとみなす。  

 （その他）  

第８条  この 要 綱 に 定 め る もののほか、必要な事項は 別に定める。  

附  則  

 この要綱は 、 平 成 ２ ８ 年 ４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は 、 平 成 ３ ０ 年 ４月１日から施行する。  


